
第４期宮城県多文化共生社会推進計画骨子案の概要

１ 基本理念と基本方針

『多文化共生社会の実現により豊かで活力のある宮城へ』

―国籍，民族等の違いに関わらない県民の人権の尊重と社会参画―

基本
理念

『多様な主体が活躍する地域づくり』－意識の壁の解消－

『誰もが安心して暮らし続けることができる環境づくり』

－言葉の壁の解消・生活の壁の解消－

基本
方針

多様性を織り込んだ新たな地域文化の醸成を目指すとともに、
誰もが暮らしやすい環境整備を進め、活気のある地域づくり
を支える

基本的な
考え方

資料３

２ 外国人県民を取り巻く現状・課題

 国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口によると、2070年には日
本の総人口の10.8%が外国人となることから、外国人県民増加を考慮し
た生活環境や労働環境の整備が急務。

 県民アンケート及び市町村ヒアリングの結果から、日本人と外国人が接
する機会は限られていること、日本人住民が外国人を受け入れる意識が
整っていないことが分かったため、日本人を対象とした意識啓発の実施
や外国人が地域活動に参加しやすい働きかけが必要。

 従来は中国・韓国籍の構成比が高かったが、現在は様々な国籍の県民が
おり多国籍化が進んでいる。そのため、言語も多岐にわたることから、
言語翻訳機等の活用及びやさしい日本語を普及していく必要がある。

 気象災害の激甚化等の状況を踏まえ、県内で安全安心に暮らすため防災
情報等の発信を外国人が活用しやすい方法で行う必要がある。

 地理的・時間的な制約により日本語教育を生活圏で受けられない人がい
ることやインターネットが普及していることから、日本語講座の実施地
域や開講日時を充実させるとともに、インターネットを用いたオンライ
ンによる日本語教育が必要である。

 従前から構成比の高い留学生、技能実習生といった青年～壮年期の外国
人だけでなく、県内で出産・子育てをする外国人や学校現場での外国人
児童等が増加している。そのため、相談内容・支援内容が多岐にわたる
ため、各関係機関と連携し、適切な窓口に誘導する必要がある。

 在留資格「特定技能」の創設等、産業の担い手として外国人が今後も増
加していく見込みであるため、事業者等と連携し、外国人県民が働きや
すい、暮らしやすい環境を整える必要がある。

４ 施策の方向性（第３期と第４期（案）の比較）

３ 第４期計画における新規・拡充のポイント

① 今後一層の外国人県民の増加が見込まれることから、日本人県民と外国
人県民がともに、多様性を認め、個人の尊厳と人権を尊重しながら暮ら
すことができる「みやぎ」を実現する。

② 外国人が「みやぎ」で暮らしていく際に、適切に行政サービスを享受し、
共に生きる社会の一員として包摂されるとともに、全ての人が一緒に社
会をつくっていくことの必要性や意義を共有しながら、責任ある社会の
構成員としての行動を促し、共生していく「みやぎ」を目指す。

③ 外国人県民の生活の利便性を向上させるために、多文化共生施策におい
ても、「ＤＸによる変革みやぎ」を積極的に推進する。

④ 日本語教育の推進が外国人県民の日常生活及び日本人県民との円滑な交
流に資することから、公的関与の日本語学校の開設や地域日本語教室等
を通じて日本語学習環境の整備を行う。

⑤ 我が国の労働人口が減少することが確実視され、将来の働き手の確保が
急務であることから、外国人材が「みやぎ」で就労し、定着してもらう
ため、「みやぎ」での暮らしやすさを整備するとともに、事業者への外
国人材雇用促進に向けた各種支援を行う。

⑥ 将来の人口減少を見据え、外国人に選ばれる「みやぎ」を目指し、「み
やぎ」で能力を発揮したいと望む外国人との共生を図る。

多様性を受け容れる文化を醸成するとともに、誰もが暮らし
やすい環境整備を進め、活気のある地域づくりを支える。

『多様な人材が活躍する地域づくり』－意識の壁の解消－

『誰もが安心して暮らし続けることができる環境づくり』

－言葉の壁の解消・生活の壁の解消－

第
１
回

反
映

第
１
回

反
映

１ 多様性を理解・尊重する文化の醸成

第１回審議会から変更有
（文化 → 共通認識）

■ 第３期 ■ 第４期（案）

方向性 主な取組 方向性 主な取組

１　地域社会への更なる理念啓発 １　多様性を理解・尊重する共通認識の醸成

(1) 日本人県民に向けた意識啓発、町内会・自治会、
      民生委員等との連携強化

○啓発グッズの作成・配布
○民生委員会議等を活用した多文化共生の理念に関する
   説明・情報提供

継続 ①

(2)外国人材雇用企業や関係団体に向けた人権教育・多文化
     共生理念啓発

○啓発グッズの作成・配布
○事業者向けセミナーの開催

拡充 ①

(2)国際理解教育や人権教育の強化 ○学校教材（DVD等）の作成・活用
(3)県・市町村等の関係部署における多様性を尊重する共通

     認識醸成

○研修会・勉強会の開催及び適切な情報共有

○市町村訪問によるニーズ把握及びフォロー
継続 ①

(3)市町村に対する理念啓発
○研修会・勉強会の開催及び適切な情報共有
○市町村訪問によるニーズ把握及びフォロー

(4)やさしい日本語を用いた情報発信及びコミュニケーショ
     ンの促進、関係機関への意識啓発

○行政職員や関係機関へのやさしい日本語研修の実施 拡充 ①②

(4)庁内の保健福祉・教育・共同参画社会等関係部署
　  における多文化共生の意識向上

○職員連絡会議等の開催による情報提供・共有
(5)外国人県民に対する日本及び地域の文化・慣習・制度等
　 への理解促進

○外国人が日本及び地域の慣習を理解する機会の提供
（オリエンテーション等）
○啓発資料の作成・配布

新規 ①②

２　地域と外国人県民との連携強化 ２　多様性を活かした地域の活性化

(1)町内会・自治会や市町村が実施する各種行事、
     防災訓練への参加促進、防災知識や防犯知識の醸成

○各種行事、防災訓練への参加状況の把握及び参加の促進
○県・市町村防災担当課との情報連絡会議の活用

(1)外国人県民の地域活動への参加促進、町内会・自治会、
     民生委員、事業者等との連携強化

○町内会・自治会、民生委員、事業者等との連携により、
　地域活動への参加を促す
○県内での多文化共生に関するイベント情報の集約・発信
○市町村間での連携した広域イベント実施や、市町村への
　情報提供

拡充 ②⑥

(2)地域、行政における外国人材活用の推進 ○人材登用の推進 (2)市民団体の活動に対する支援の充実
○市民団体が主催するイベントや研修に対する講師や
　ボランティア紹介

新規 ②⑥

(3)地域活動への参加促進、コミュニティリーダーの育成 ○技能実習生等との地域の共生推進 (3)支援人材の発掘・育成
○地域で外国人支援を行う人材及び団体の把握
○外国人支援に必要となる知識の普及

継続 ②⑥

３　活用可能な情報収集の支援及び多言語に対応した情報の提供 ３　活用可能な情報収集の支援及び多言語に対応した情報の提供

(1)公共機関における多言語及びやさしい日本語による情報
     発信（生活情報、医療保険福祉情報、災害情報等）に
     関する関係機関への意識啓発及び行政資料の多言語化

○住民窓口案内表示やホームページ、各種行政資料の
   多言語化の推進及び適切な内容確認

(1)やさしい日本語を用いた情報発信及びコミュニケーショ
     ンの促進、関係機関への意識啓発【再掲】

○行政職員や関係機関へのやさしい日本語研修の実施
○やさしい日本語を用いた生活情報発信の促進

拡充 ①②

(2)各種通訳ボランティア等の活用促進
○医療通訳等の各種ボランティアの活用促進
○災害時通訳ボランティア事業の実施
 （ボランティア数の増加に向けた更なる調整）

(2)各種通訳ボランティア等の活用促進
○各種ボランティアの活用促進
○各種ボランティアの育成支援

継続 ②

(3)大規模災害発生時等、市町村間や県域を越えた
     広域連携による多言語化体制の構築

○地域間協力提携の調整
○県・市町村防災担当課との情報連絡会議の活用

(3)多言語による防災・防犯・交通安全対策の推進、
     関係部署、市町村間の連携促進

○災害時通訳ボランティア事業の実施
○災害情報等のリアルタイム、プッシュ型情報発信方法の
　検討

拡充 ②③

(4)多言語活用ICTツール等の情報提供
○多言語ICTツールの言語・目的別整理及びHP等による
   情報提供

(4)DX推進による生活利便性の向上

○言語翻訳機等を活用した多言語対応
○翻訳例等の共有による市町村支援
○生活情報の集約、多言語化、セグメント配信（アプリ）
　の検討

拡充 ②③

４　多様な学習支援による地域社会への適応力向上 ４　多様な学習支援による地域社会への適応力向上

(1)教育内容やレベル尺度に応じた日本語学習の支援

○公的関与の日本語学校の開設等を通じた日本語学習環境整備
○生活に必要な日本語学習ができる環境整備
　（地域日本語講座の充実等）
○日本語教育支援者の育成
○学習教材の紹介等の情報提供

拡充 ②④⑤

(2)日本語講座の実施地域、開催日時の充実に向けた支援

○新規日本語講座の立ち上げ支援
○広域を対象とした日本語講座の検討
○市町村等と連携したニーズ把握
　（土日、夜間開講の必要性検討）

拡充 ②④⑤

(2)外国人の児童・生徒に対する日本語指導の充実 (3)外国人の児童・生徒及びその保護者に対する支援の強化

○県・市町村教育委員会による指導補助者の派遣、配置
○保護者に対する通訳支援の活用
○みやぎ外国人相談センター、教育機関、保健福祉担当課、
　市町村等との連携促進

継続 ②④

(3)児童・生徒の保護者への支援についての配慮、
     関係機関との連携

(4)ICTを用いた日本語教育モデルの構築 ○オンラインによる日本語教育モデルの構築及び横展開 拡充 ③④

５　相談体制・生活支援の体制強化

(1)相談体制等の強化に向けた関係機関の連携、
     相談技術の向上等による支援体制強化

○みやぎ外国人相談センターの設置及び活用促進に向けた
   更なる周知
○研修会・勉強会の開催及び適切な情報共有

(1)相談体制等の強化に向けた関係機関の連携、相談技術の
     向上等による支援体制強化

○みやぎ外国人相談センターの設置及び活用促進に向けた
　更なる周知
○外国人支援に必要となる知識の普及

継続 ②

(2)外国人の児童・生徒及びその保護者に対する支援の強化

   【再掲】

○県・市町村教育委員会による指導補助者の派遣、配置
○保護者に対する通訳支援の活用

○みやぎ外国人相談センター、教育機関、保健福祉担当課、
　市町村等との連携促進

継続 ②④

６　就労支援の促進

(1)国の動き等を踏まえた外国人人材の効果活用に向けた
     あり方検討

○有識者会議による外国人労働者の受け入れに向けた検討
(4)医療、出産、子育て等の支援を必要としている方へ関係
     機関との連携等を通した支援体制強化

○医療通訳等の各種支援制度の周知
○市町村担当窓口における多言語対応体制整備
○みやぎ外国人相談センター、教育機関、保健福祉担当課、
　市町村等との連携促進

拡充 ①②

(2)事業者への雇用に関する情報提供や、雇用促進に向けた
     啓発

○雇用促進に向けた事業者セミナー開催、啓発パンフレット
   作成・配布

(5)複雑化する相談内容に対応するため、弁護士や行政書士
     といった専門家と連携した支援体制強化

○みやぎ外国人相談センターを起点とした適切な相談窓口
　への案内
○弁護士、行政書士といった専門家との連携強化

継続 ①②

(3)就職や就労定着に向けた支援及び情報提供 ○就職や企業支援、就労定着のための情報提供 (6)DX推進による生活利便性の向上　【再掲】

○言語翻訳機等を活用した多言語対応
○翻訳例等の共有による市町村支援
○生活情報の集約、多言語化、セグメント配信（アプリ）
　の検討

拡充 ②③

７　文化・習慣等の相互理解の促進 ６　就労支援の促進

(1)外国人県民と地域住民との交流促進
○技能実習生等との地域の共生推進
○LGBT等への対応など新たな課題に対する意識啓発

(1)外国人材の受入環境整備
○国の動き等を踏まえた外国人材支援体制の検討
○市町村等と連携した生活環境整備

拡充 ②⑤

(2)事業者への外国人材雇用促進に向けた情報提供や支援の
     充実

○インターンシップ実施の支援
○在留資格手続きのサポート支援
○企業オリエンテーションへの講師派遣

拡充 ⑤

(3)就職や就労定着に向けた支援及び情報提供
○就労マッチング支援
○合同企業説明会、企業訪問ツアーの実施
○就労、居住地としての宮城県の魅力発信

拡充 ⑤⑥

(1) シンポジウム等の開催や町内会・自治会、
　　民生委員等との連携による理念啓発

○シンポジウム等の開催、啓発グッズの作成・配布
○民生委員会議等を活用した多文化共生の理念に関する
   説明・情報提供

(1)学習希望者の多様なニーズに応じた日本語学習の支援

○日本語支援ボランティアの育成
○地域の特性や学習ニーズなどを踏まえた、ICT活用等を

    含む日本語学習のあり方検討
○多言語ICTツールの言語・目的別整理及びHP等による
   情報提供

(2)子どもの母国語や母国文化の学習に関する支援及び啓発 ○外国籍児童の受入時における母国への理解と尊重の啓発

新規・拡充ポイント

①②新規

(2)出産、子育ての悩みを抱えている方や支援を
     必要としている方への支援、関係機関による連携

○みやぎ外国人相談センター、教育機関、保健福祉担当課、
   市町村等との連携促進（定期的な連絡会議の開催及び適切
   な情報共有）
○市町村における母子保健に関する取組状況の調査及び共有

(3)外国人県民に対するキャリア教育や学習機会の確保促進
○関係機関との連携強化、外国人の学習支援等の検討
○母国との違いに配慮した進学や入試、キャリアに関する
　情報提供

○県教委による非常勤講師の配置、市町村教委による
   指導補助者の配置
○みやぎ外国人相談センター、教育機関、保健福祉担当課、
   市町村等との連携促進（定期的な連絡会議の開催及び適切
   な情報共有）

５　ライフステージに応じた生活支援の体制強化


